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研究成果の概要（和文）：運用管制官が衝突回避を促すために船舶に与える警告についての最終時機に関するガ
イドラインを提案した。本研究では、最終警告時機を衝突回避可能な時間（T1）、操船者が警告を理解するのに
要する時間（T2）、運用管制官が警告を与えるのに要する時間（T3）の総和から特定している。避航船舶の全長
が100mの場合、2船のTCPAが約3分になる前に、また、避航船舶の全長が160mの場合、TCPAが約4分になる前に警
告を開始しなければならないことが明らかになった。ただし、避航船舶の速力が10.5ノット以下の場合かつ針路
交差角が60度以下の場合には、最終警告時機をさらに約1分早める必要があることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：A guideline on the deadline for warning from VTS Operator to make a vessel 
avoid an abnormal approaching situation with another vessel is proposed in this study. The deadline 
for warning means the timing that if a VTSO gives a warning to a vessel by this timing at the 
latest, she can avoid the abnormal approaching situation. In this study, the deadline for warning is
 estimated by simulation on collision avoidance maneuver and by observation on OOW's and VTSOs’ 
behavior (OOW:Officer of Watch). In case of the give-way vessel of 100 meters in length, the 
estimated deadline is approximately 3 minutes. In case of the give-way vessel of 160 meters in 
length, the estimated deadline is approximately 4 minutes. But if the velocity of the give-way 
vessel is 10.5 knots or less and if the crossing angle between the give-way vessel and the stand-on 
vessel is 60 degrees or less, VTSO should give a warning approximately 1 minute earlier than the 
estimated deadlines.

研究分野： 船舶海難分析

キーワード： 船舶交通　運用管制官　情報提供　警告　教育訓練　衝突回避　マーチス　VTS
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１．研究開始当初の背景 
船舶交通管制業務に従事する運用管制官

に要求される知識および技能については、
IALA Model Course V-103/1 に規定されてい
る。しかしながら、当該規定は抽象的であり、
具体的な記述に乏しい。例えば、運用管制官
の主要業務の一つとして、2 隻の船舶が衝突
の危険を伴う状況で接近している場合、当該
船舶に対し、衝突回避を促すための情報提供
を実施し、あるいは、警告を与えることがあ
るが（以後、情報提供および警告を併せて警
告と記述する）、先述の規定には、いつまで
に警告を与えなければならないのか（以後、
この時機を最終警告時機と記述する）、具体
的な記述がなされていない。したがって、新
人運用管制官の教育指導を担当する者は、運
用管制官としての自らの業務経験に基づき、
この最終警告時機を含む知識および技能に
ついて伝授している。そのこと自体は、決し
て悪いことではないのだが、学術的あるいは
科学的な裏付けのないものに対する社会的
信頼性は、残念ながら、実際よりも低く評価
されてしまうことがある。また、新人教育担
当を任された運用管制官自身も自らの経験
が教育上妥当なものであるのか疑問を抱い
ているというのが現状である。 

以上の理由から、運用管制官が経験的に考
える最終警告時機が妥当なものであるのか
否かについて研究するに至った。 
 
２．研究の目的 

先述のように、船舶交通管制業務に関する
国際的なガイドラインにおいても、2 隻の船
舶が衝突の危険を伴う状況で接近する場合、
当該船舶に対し、運用管制官がいつまでに警
告を実施すべきか、その最終警告時機につい
ては明記されていない。そこで、船舶交通管
制業務あるいは運用管制官教育において利
用可能な最終警告時機に関するガイドライ
ンを策定することが本研究の目的である。 
 
３．研究の方法 

通常、2 隻の船舶が衝突の危険を伴う状況
で接近している場合、避航する側の船舶操船
者は、自身が運航する船舶の操縦性能と当該
接近状況を考慮し、衝突回避のための動作
（以後、避航動作と記述する）を開始する。
しかしながら、もし、操船者が当該接近状況
に気づいていないことが疑われる場合には、
運用管制官が VHF 無線電話を用いて、他方
の船舶との衝突の危険が迫っていることを
警告することとなる。この場合、操船者は運
用管制官からの警告を受信し、その警告され
た状況を理解して初めて、避航動作を開始す
ることになる。したがって、運用管制官は、
次の 3 つの時間的要素を考慮して、最終警告
時機を決定しなければならない。 

 
T1: 衝突回避可能な時間 

衝突を回避するため、遅くとも避航船舶が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 最終警告時機の概念 
 

避航動作を開始しなければならない時機に
相当する。この衝突回避のために要する時間
は、避航船舶の操縦性能と接近状況に依存す
るものである。また、この時機（時間）につ
いては、後述の通り、衝突の危険を伴う状況
で接近しつつある 2 隻の船舶の TCPA（最接
近までに要する時間）によって表すことがで
きる。 
 
T2: 操船者が警告を理解するのに要する時間 

運用管制官からの警告を受信し終えた時
点から、当該状況を理解するのに要する時間。 

 
T3: 運用管制官が警告を与えるのに要する時

間 
運用管制官が避航船舶に対し、VHF 無線

電話による呼出しを開始した時点から、衝突
の危険が迫っていることを警告し終えるま
でに要する時間。 

 
各要素の概念を図 1 に示す。最終警告時機

(Td)は、式(1)に示す各要素の時間の総和によ
って求めることができる。よって、2 隻の船
舶が衝突の危険を伴う状況で接近している
際の TCPA が Tdと等しくなる前に、運用管
制官が警告のための呼出しを開始すれば、衝
突を回避させることができる可能性が極め
て高いものと言うことができる。 

 
Td = T1+T2+T3         ・・・・・・（1） 
 

3.1 T1の特定方法 
T1 を特定するための避航操船シミュレー

ションの手順の概要を図 2 に示す。なお、シ
ミュレーション開始と同時に、避航船舶は避
航を開始するよう設定している。 

船舶運動モデルについては、船舶の旋回性
および追従性の大略を再現することができ
る TK モデル[1]を用いた。ここで、最終警告
時機に関するガイドライン策定を念頭に置
き、安全サイドを考慮し、追従性および旋回
性の悪い貨物船を対象船として考え、T’=2.5、
K’=1.5 とした[2]。 

接近する船舶の速力については、管制海域
で観測された速力データ[3]から、平均速力 

衝突
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T1:衝突回避可能な時間（①におけるTCPAと同義）

T2:操船者が警告を理解するのに要する時間

T3: 運用管制官が警告を与えるのに要する時間

Td= T1+T2+T3. ③におけるTCPAと同義
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最終警告時機（Td）：運用管制官は、遅くともこ
こまでに、警告のための呼出しを開始しなくて
はならない。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 数値シミュレーションの手順の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 針路交差角の定義 

 
 
 
 
 

 
図 4 T2に係る計測時間の概念 

 
13.62ノットに標準偏差3.05ノットを加減

した速力の組合せとした。 
接近する船舶の針路交差角（定義については、
図 3 参照）については、管制海域で記録され
た船舶交通流を再生することができる統合
型海域管制装置を用いるなどして検討した
結果、60 度～150 度までの間を 30 度刻みで
設定することとした。 

避航船舶の全長として、100m 程度のもの
と 160m 程度のものの 2 パターンを設定した。 

避航船舶の使用舵角については、常用舵角
である 15 度とし、保持船舶の船尾方向に避
航するよう設定した。 

保持船舶は、針路および速力を一定とした。 
なお、2 隻の船舶が衝突の危険を伴う状況

で接近する場合、航路航行中の船舶であって
も、主機関操作による避航に比べ、操舵によ
る避航の方が効果的であることが明らかに
されていることから[4]、当該シミュレーショ
ンでは、減速については考慮しないこととし
た。 

 
3.2 T2の特定方法 

運用管制官からの警告を受信し終えた時 

表 1  T3に係る計測時間の概念（通信の例） 
無線局 無線通信の内容 
海上交通
センター 

AAA, AAA, AAA, this is 
Kanmon MARTIS. 

船舶 AAA Kanmon MARTIS, This is 
AAA. Over. 

海上交通
センター 

AAA, change to channel 12. 
Over. 

船舶 AAA This is AAA. Channel 12. 
Roger. 

海上交通
センター 

AAA, this is Kanmon 
MARTIS. Warning, you will 
meet an east-bound 
container vessel BBB near 
the Tobata Passage 
Intersection. She is 
proceeding at the speed of 
13 knots in the Kanmon 
Passage. You must give way 
to vessels in Kanmon 
Passage. Navigate with 
caution. Out. 

通信時間 (T3) 43 秒 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5 避航船舶の全長が 100m程度の時の T1 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 避航船舶の全長が 160m程度の時の T1 
 
点から、警告された状況を理解するのに要す
る時間を実際の船舶運航現場において計測
することは、現実的ではない。そこで、ある
操船シミュレータ訓練を題材とし、操船者
（航海当直士）が認識していない衝突の危険
のある船舶について、レーダ監視を担当する
乗組員が先に発見したケースを抽出し、当該
乗組員から操船者になされた衝突の危険の
ある船舶に関する報告を運用管制官が与え
た警告と見なすことで、T2を特定した。図 4
に T2に係る計測時間の概念を示す。 
 
3.3 T3の特定方法 

関門海峡海上交通センターにおいて、同セ
ンターから船舶局を無線電話にて呼出した
時点から警告を終了するまでに要した時間
を計測し、T3を特定した。T3に係る計測時間
の概念（通信の例）を表 1 に示す。 

・保持船舶と避航船舶を衝突する関係で設定する。

・シミュレーション開始

・DCPA ＝ 1Lの場合
初期位置における TCPAが求めるT1である。
シミュレーション終了

・DCPA ＞ 1Lの場合,
衝突する関係を保ったまま、両船をAの方向へ
移動。（その後シミュレーションを再開）

・DCPA ＜ 1Lの場合,
衝突する関係を保ったまま、両船をBの方向へ
移動。（その後シミュレーションを再開）

ここで、DCPAは2船の最接近距離（m）
Lは避航船舶の全長（m）

O
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図 7 T2に関する計測結果 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
図 8 T3に関する計測結果 

 
４．研究成果 

3.に記載した方法により、Tdを構成する各
要素（T1, T2, T3）を特定した結果を以下に示
す。また、各要素の合計時間である Tdの結果
を示し、最終警告時機に関するガイドライン
を提案する。 
 
4.1 T1の特定結果 

避航操船シミュレーションによって特定
された T1を図 5 および図 6 に示す。特定さ
れた T1は、次に示す TCPA と同義である。 

避航船舶の全長が 100m 程度の場合、保持
船舶との TCPA が約 1 分になる前に、一方、
避航船舶の全長が 160m 程度の場合には、保
持船舶との TCPA が約 2 分になる前に、それ
ぞれ避航動作を開始する必要がある。 

ただし、避航船舶の速力が 10.57 ノット以
下であり、かつ、針路交差角が 60 度以下の
場合には、避航動作をさらに約 1 分早める必
要がある。 
 
4.2 T2の特定結果 

T2について、操船シミュレータによる避航
操船 13 件を計測した結果を図 7 に示す。10
件の避航操船においては、レーダを担当する
乗組員からの情報を操船者が受け取った後、
30 秒以内にその状況を操船者が理解してい
る。また、全ての避航操船において、遅くと
も報告から 1分以内にはその状況を操船者が
理解している。ここでは、安全サイドを考慮
し、約 1 分を T2として特定した。 
 
4.3 T3の特定結果 

T3について、平成 27 年 11 月 12 日 14 時 

表 2 特定された T1,T2,T3 
要素 2 隻の船舶が衝突

の危険を伴う状況 
時間 

T1(L=100) 通常（※以外） 約 1 分 
T1(L=160) 通常（※以外） 約 2 分 
T2 － 約 1 分 
T3 － 約 1 分 
※ 避航船舶の速力が

10.5 ノット程度以
下の場合かつ針路
交差角が 60 度以下
の場合 

上記 T1

の値に
約 1 分
加 え
る。 

ただし、L は避航船舶の全長(m) 
 

表 3 ガイドライン（Td=T1+T2+T3） 
L(m) 2 隻の船舶が衝突の

危険を伴う状況 
最終警告
時機(Td) 

100 通常（※以外） 約 3 分 
160 通常（※以外） 約 4 分 
※ 避航船舶の速力が

10.5 ノット程度以下
の場合かつ針路交差
角が 60 度以下の場合 

上記 Td の
値に約 1
分加える。 

 
15 分～同日 17 時 15 分にかけて、関門海峡
海上交通センターにおいて、船舶との VHF
無線電話を用いた無線通信 64 件を計測した
結果を図 8 に示す。呼出しから警告を終える
までに要する時間は 1 分未満であった。した
がって、約 1 分を T3として特定した。 
 
4.4 特定された Tdおよび最終警告時機に関

するガイドライン 
表 2 に特定された T1, T2, T3に関する時間

を、また、表 3 に最終警告時機に関するガイ
ドラインを示す。 

避航船舶の全長が 100m 程度の場合、最終
警告時機は、衝突の危険を伴いながら接近す
る 2隻の船舶のTCPAが約 3分になる前であ
る。また、避航船舶の全長が 160m 程度の場
合、最終警告時機は、同様に TCPA が約 4 分
になる前である。 

ただし、避航船舶の速力が 10.5 ノット程
度あるいはそれ以下の場合かつ針路交差角
が 60 度あるいはそれ以下の場合には、最終
警告時機をそれぞれ約 1分程度早める必要が
ある。 

上記のガイドラインを各海上交通センタ
ーにおいて、運用管制官指導を担当する者に
提示したところ、管制業務において、経験的
に実施されてきた最終警告時機と概ね一致
していることが確認された。換言すれば、本
研究成果は、運用管制官が実施する管制業務
内容の妥当性を科学的に証明したことにな
る。 

また、運用管制官が経験的に実施してきた
最終警告時機が、何故そのような時機になる
のかが明らかにされたことから、現在では、
本研究成果が運用管制官教育に採用されて
いる。 
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取得年月日： 
国内外の別：  
 
〔その他〕 
ホームページ等 
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